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□　a.期待以上

□ b.期待どおり

■ c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　■　増加 □　横ばい □　減少

  □　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括

・センター事業による就職者数は全国トップレベルであり、今後のニーズ増加への対応と、県下5人配置している就
業支援員の担当範囲が広範囲であるため、就業支援員の体制整備を検討する必要がある。
・就職に有利な技能取得のために、就業訓練期間中の所得保障など経済的な支援について、国の動向を見ながら
検討する必要がある。

判
定
の
説
明

就業支援講習会受講者

事　業　名

14,908

事
業
実
績

内　　容 単位

人

自立支援教育訓練給付金受給者

千円

千円

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

千円

　概　算
　人件費

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

3-07 社会部こども・家庭福祉課部・課事業番号

2357

kodomo-katei@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

・ひとり親家庭の経済的自立に向けた
就業支援により、就職を促進する。

・就職希望のひとり親に対し、就業支援
を行い、就職に結びつける。
・19年度程度の就職率を維持する。

（19年度就職率：76.5％）

・就職希望のひとり親（センター登録者
451人）に対し、必要な就業支援を行った
が、厳しい経済情勢の中で雇用状況も
悪化し、19年度に比べ就職率が下回っ
た。（就職者実績　266人、登録者に対す
る就職率59.0％）

内線

E-mail
ひとり親家庭就業・自立支援事業

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

就業支援センター新規登録者 600

20年度

468 451

21年度（予定）19年度

2

人

人

245 241 185

・母子家庭数が右肩上がりで増加しているとともに、厳し
い経済情勢の中で雇用状況も悪化していることから、事
業のニーズは増加していると判断される。
・県内で当事業を実施している市町村がないため、当面
県の関与を見直す余地はない。
・就業支援員のよりきめ細かな対応が必要である。
・就業訓練期間中の所得補償を充実させる必要がある。

10

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

・報酬：9,081　・共済費：1,139　・報
償費：767　・旅費：329　・需用費：
160　・役務費：113　・委託料：2,893
・使用料：118　・負担金：12　・扶助
費：2,706　・償還金：824

2,145

20,157

国庫・県単

左記以外の20年度の実績

5

19年度

18,142 ― 直接、委託

16,474 19,639 18,012

6,563 7,143 8,578 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

0.30 0.30 0.30

2,142 2,145

千円 17,050 20,287

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

・就業支援員により、ひとり親に特化した就業支援を行うことで、個々のケースに応じたきめ細かな就業支援が可能となる。
・常用雇用に結びつけるために、母子家庭の母自身のスキルアップを図る必要がある。

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

・ひとり親家庭の就業を推進し、ひとり親家庭の経済的自立を図る。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

・平均年収（母子世帯 211.9万円）は、全世帯 563.8万円及び高齢者世帯301.9万円と比較してかなり低い。(平成19年）

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

・母子世帯の就業の特徴として、全世帯に比べ就業率が低く、パートタイム労働者の割合が高い。これは、ハローワークだけで
は就業支援が不十分であることが要因である。

事業の
必要性

事業内容

・職業紹介の実務経験などのある就業支援員を配置（県庁、上田、伊那、松本、長野に各1人）（補助率：【国】1/2【県】1/2）
・無料職業紹介事業所としての就職相談・職業紹介の実施
・就職に有利な資格取得又は技能習得費用の一部助成（補助率：【国】3/4【県】1/4）
・就業支援講習会の開催（補助率：【国】1/2【県】1/2）

実施期間 H14 根拠法令等 母子及び寡婦福祉法、母子の家庭の母の就業の支援に関する特別措置法


